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別紙２ 

 

これまで学校・教師が担ってきた代表的な業務の在り方に関する考え方について 

 

○ これまで学校・教師が担ってきた業務のうち，教師の業務量や地方公共団体での取組，

諸外国における教職員の分業体制等を参照し，役割分担等について特に具体的に議論す

べき代表的な14の業務の在り方に関する考え方について，以下のとおり整理した。 

また，これらの整理を進めるために文部科学省で実施すべき取組について，項目ごと

に「文部科学省に求める取組」としてまとめた。学校における業務の役割分担を徹底す

るため，文部科学省にはこれらに対して誠実に対応することを望む。 

 

【基本的には学校以外が担うべき業務】 

 

① 登下校に関する対応 

 

○ 学校による登下校の安全に関する対応については，児童生徒の安全確保や，地域・保

護者と学校の連携体制構築の観点から有意義だという指摘もあるが，諸外国では学校が

対応せず，保護者等の別の主体が担っている例も多い。また，スクールガード・リーダ

ーや地域住民による見守り活動等による安全確保の取組が行われている地方公共団体

もある。  

学校は，安全指導等の観点から通学路の設定・安全点検等を行っており107，また，児

童生徒の安全確保のために保護者や関係機関等と連携を図るよう努めるものとされて

いるが，登下校時の見守り活動の日常的・直接的な実施は必ずしも教師が担わなければ

ならないものではない108。 

 

○ 通学路を含めた地域社会の治安を確保する一般的な責務は当該地域を管轄する地方公

共団体が有するものであることから，登下校の通学路における見守り活動の日常的・直

接的な実施については，基本的には学校・教師の本来的な業務ではなく，地方公共団体

や保護者，地域住民など「学校以外が担うべき業務」である。 

各地域においては，地方公共団体等が中心となり，学校，関係機関，地域の連携を一

層強化する体制の構築により，通学路の安全確保を効果的に行うことが考えられる。 

 

                                            
107 学校保健安全法第27条 
108 学校保健安全法第30条 

別添４
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＜文部科学省に求める取組＞  

ア 法的な整理を踏まえた，地域や保護者への明確なメッセージの発信 

イ 通学路の安全確保について学校が中心となって担っている場合の対応見直しについ

て，警察署等の関係機関を所掌する省庁に対する協力要請 

ウ 地域ボランティアの参画を円滑に進めるための，地域学校協働活動の推進 

 

② 放課後から夜間などにおける見回り，児童生徒が補導されたときの対応 

 

○ 放課後から夜間などにおける見回り，児童生徒が補導されたときの対応については，

学校外での非行や事故の事前防止という点で有意義であるという指摘もあるが，地方公

共団体では，自治会や警察機関等と生徒指導上の課題等について共有した上で，保護者・

PTAと地域住民による夜間パトロール，声掛けを徹底している例もある。 

①でも述べたとおり，地域社会の治安を確保する一般的な責務は当該地域を管轄する

地方公共団体が有するものである。また，児童生徒の補導時の対応等については，児童

生徒の家庭の事情等により，やむを得ず教師が対応しているケースもある109が，第一義

的には保護者が担うべきである。したがって，放課後から夜間などにおける見回り，児

童生徒が補導されたときの対応は，基本的には学校・教師の本来的な業務ではなく「学

校以外が担うべき業務」である。 

これを踏まえ，放課後から夜間などにおける見回りについては，地域や学校の実情に

応じて，教育委員会が実施する必要性を含め精査した上で，中心となって担う主体を警

察や地域ボランティア等学校・教師以外の主体に積極的に移行していくべきである。 

 

＜文部科学省に求める取組＞ 

ア 法的な整理を踏まえた，地域や保護者への明確なメッセージの発信 

イ 児童生徒の補導時等の一義的な責任は保護者にあることを踏まえた対応について，

警察庁等の関係省庁に対する要請 

ウ 地域ボランティアの参画を円滑に進めるための，地域学校協働活動の推進 

 

③ 学校徴収金の徴収・管理 

 

○ 学校給食費や教材費，修学旅行費等の学校徴収金については，未納者への督促等を含

                                            
109 教育基本法第10条第１項においては，「父母その他の保護者は，子の教育について第一義的に責任を有す

るものであって，生活のために必要な習慣を身に付けさせるとともに，自立心を育成し，心身の調和のとれ

た発達を図るよう努めるものとする。」とされており，放課後から夜間などにおける見回り，補導時の対応を

学校が行うべきであると直接位置付けられたものはない。 
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め，徴収・管理を地方公共団体の職員の業務とすることで，学校の負担軽減を図りつつ，

高い徴収率を挙げている例もある。また，学校給食費については，既に地方公共団体の

歳入歳出予算に組み入れる公会計方式にしている地方公共団体も一定程度存在する。 

先進的な地方公共団体の取組を踏まえれば，未納金の督促等も含めた学校徴収金の徴

収・管理については，基本的には学校・教師の本来的な業務ではなく「学校以外が担う

べき業務」であり，地方公共団体が担っていくべきである。仮に，学校が担わざるを得

ない場合であっても，地域や学校の実情に応じて事務職員等に業務移譲すべきであり，

教師の業務とすることは適切ではない。 

特に学校給食費については公会計化及び地方公共団体による徴収を基本とすべきで

あり，それ以外の学校徴収金についても，公会計化に向けた取組を進めるべきであって，

各地方公共団体の取組状況や既に取り組んでいる地方公共団体の好事例を広く公表す

ることにより，各地域の取組を促す。（「８．学校における働き方改革の確実な実施のた

めの仕組みの確立とフォローアップ等」参照） 

 

＜文部科学省に求める取組＞ 

ア 給食費の公会計化導入や徴収業務を学校・教師ではなく地方公共団体が担うように

するためのガイドラインの早急な作成と周知徹底 

イ 給食費以外の学校徴収金について，公会計化に向けた好事例形成のため，先進的な取

組を行う地方公共団体の支援と，全国への事例周知 

ウ 以上の取組を実施した上での，各地方公共団体の取組状況の調査・公表 

 

④ 地域ボランティアとの連絡調整 

 

○ 学校と地域との連携・協働については，教育基本法110にも規定されており，学校を運

営するに当たり極めて重要であり，社会教育法第９条の７第２項では，「地域学校協働活

動推進員」が，「地域住民等と学校との間の情報の共有を図るとともに，地域学校協働活

動を行う地域住民等に対する助言その他の援助を行う」とされている。 

この点も踏まえ，地域ボランティアとの連絡調整については，地域学校協働活動推進

員等が中心となって行うべきであり111，基本的には学校・教師の本来的な業務ではなく

「学校以外が担うべき業務」である。 

                                            
110 教育基本法第13条 学校，家庭及び地域住民その他の関係者は，教育におけるそれぞれの役割と責任を

自覚するとともに，相互の連携及び協力に努めるものとする。 
111 地方公共団体における取組として，学校に地域学校協働活動推進員等の席や地域に開かれたコミュニテ

ィ・スペース等を用意し，教師が体験活動等で地域住民の支援を受けたい場合等に，当該地域学校協働活動

推進員等が地域ボランティアと調整している例がある。 
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○ 特に，これまで学校・教師が担ってきた業務の役割分担を進めるに当たっては，地域

ボランティアをはじめとした多様な人材の活躍が重要であるが，こうした多様な人材確

保のための連絡調整に学校の時間がとられてむしろ学校の負担が増大するとの指摘も

ある。こうした点からも，地域ボランティアとの連絡調整は地域学校協働活動推進員等

が中心となって行うこととし，学校の最大のリソースの一つである時間を確保していく

ことが重要である。 

 

○ なお，地域ボランティアの活動に関する学校側の地域学校協働活動推進員等との連絡

調整窓口としては，主幹教諭や事務職員等が地域連携担当として，その役割を積極的に

担うことが考えられる。この推進のため，地域連携担当教職員について，文部科学省は，

標準職務の例を示し，教育委員会は，校務分掌上への位置付けを進めるべきである。  

 

＜文部科学省に求める取組＞ 

ア 地域学校協働活動推進員の一層の配置促進 

イ 地域連携担当教職員に係る標準職務例の提示及び学校管理規則における規定参考例

の提示 

 

【学校の業務だが，必ずしも教師が担う必要のない業務】 

 

⑤ 調査・統計等への回答等 

 

○ 文部科学省は地方公共団体に対し，調査・統計等を実施しており，各学校の設置者も，

学校現場や児童生徒の実情を適切に把握する観点から，調査・統計等を実施している112。

さらに，様々な主体の求めに応じ，学校の状況を逐次把握するために調査等が行われる

場合もある。 

政府の統計改革推進会議113でも，統計を積極的に利用した証拠に基づく政策立案（EBPM）

の推進の必要性と同時に，報告者負担の軽減が掲げられており，こうした方向性に即し

て，調査・統計等の不断の見直しを進めなければならない。 

 

                                            
112 調査・統計等には，学校教育法第５条（設置者管理主義）に基づく調査，地方教育行政の組織及び運営に

関する法律第54条第２項に基づく調査・統計等のほか，学校基本調査，学校保健統計調査，学校教員統計調

査という統計法に基づく基幹統計がある。基幹統計については，学校長は調査票に基づき回答する義務があ

り，基幹統計以外の国や教育委員会からの調査・統計等についても，学校は対応せざるを得ない現状があ

る。 
113 「統計改革推進会議最終取りまとめ」（平成29年５月） 
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○ 精査を十分に進めた上で，必要な調査・統計等への回答は学校が担わざるを得ないが，

教師の専門性に深く関わるもの以外については事務職員等が中心となって回答し，「教

師以外の者が担うべき業務」とすべきである。 

  各教育委員会においては，学校への調査・照会について，対象・頻度・時期・内容・

様式等の精査や，項目の重複排除等，報告者負担の軽減に向けた不断の見直しを行うと

ともに，首長部局が行う調査についても，同様の配慮を働きかけるべきである。 

 

○ また，研究指定校やモデル事業については，地域の教育課題の変化を踏まえて精査・

精選することが必要であり，文部科学省や国立教育政策研究所は，それぞれの行政目的

から縦割りで行われている研究指定校やモデル事業の思い切った統合，精選を行うべき

である。また，教育委員会においても必要性が乏しくなった研究指定校やモデル事業が

存続することがないように不断の見直しが必要である。 

さらに，首長部局や地域の研究機関，民間団体が実施する学校宛ての調査や出展依頼

等への対応業務を軽減する観点から，当該団体等に対して，教育委員会経由での連絡や

学校によらない子供たちへの周知方法の検討などの協力を要請することが必要である。 

なお，各学校においては，必要に応じて，外部からの調査や問合せが予想される事項

については学校ホームページ等で積極的に情報を公開するなど，問合せを減らすための

工夫を講ずることも重要である。 

 

＜文部科学省に求める取組＞ 

ア 教育委員会や学校等を対象に実施する調査の項目の整理・統合の徹底的な実施 

イ 調査の精選と重複排除のため，文部科学省が実施する調査について業務量を一元的

に管理する初等中等教育局財務課における事前確認の徹底 

ウ 文部科学省が実施する調査の教育委員会等に対する前広な時期・項目の提示 

エ 研究指定校やモデル事業の思い切った統合・精選 

オ 必要な研究指定校やモデル事業における申請等のための書類の簡素化 

カ 研究機関や民間団体が実施する学校宛ての調査や，作文・絵画コンクール等への出展

依頼，家庭向けの配布依頼等への対応業務を軽減する観点から，当該団体等に対して，

教育委員会経由での連絡や学校によらない子供たちへの周知方法の検討などの協力要

請（特に，他省庁や独立行政法人をはじめとした国の各機関に対する要請の実施） 

キ 作文・絵画コンクール等への出展依頼に係るポータルサイトの構築 

ク 文部科学省の後援名義等の使用許可における上記カの要請への協力の必須条件化 
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⑥ 児童生徒の休み時間における対応 

 

○ 児童生徒の休み時間は学校における教育活動の間に設けられており，学校として児童

生徒の安全を確保する必要がある。また，休み時間の様子の観察により，児童生徒の抱

える課題への早期対応が可能となることからも学校が担うことが現実的である114。 

ただし，休み時間への対応は，教員免許を必要とする業務ではなく，「学校の業務だが，

必ずしも教師が担う必要のない業務」である。 

 

○学校には，休み時間における児童生徒の事故等を防止する措置を講ずる注意義務等が生

じるが，現在でも教師以外の学校職員がその業務を担うこともある。また，児童生徒や

学校の状況等に応じ，責任体制を明確化するとともに，注意・配慮が必要な情報等につ

いて十分に共有を図った上で，例えば，地域ボランティア等の協力も得ながら，全ての

教師が毎日，児童生徒の休み時間の対応をするのではなく，輪番等によって負担を軽減

する等の取組を促進すべきである。 

 

＜文部科学省に求める取組＞ 

ア 地域ボランティアの参画を円滑に進めるための，地域学校協働活動の推進 

 

⑦ 校内清掃 

 

○ 校内清掃については，清掃指導を通じて児童生徒に勤労の意義や奉仕の精神，集団の

一員としての自覚を深め，責任感を育成するとともに，児童生徒相互の触れ合いを深め

る点で有意義であるという指摘がある115が，諸外国では，教師が校内清掃の指導を担っ

ている例は少ない。また，我が国においても，清掃の時間に地域の高齢者が参加し，児

童生徒と交流を図りながら実施している地方公共団体もある。 

校内清掃は校内で行われるものではあるが，児童生徒が行う清掃の見守りは，教員免

許を必ずしも必要とする業務ではなく，「学校の業務だが，必ずしも教師が担う必要のな

い業務」である。 

 

                                            
114 法令等において，学校が行うべきと直接位置付けられていない。 
115 特別活動としての清掃指導については，小学校学習指導要領において，「清掃などの当番活動や係活動等

の自己の役割を自覚して協働することの意義を理解し，社会の一員として役割を果たすために必要となるこ

とについて主体的に考えて行動すること。」と記載され，中学校学習指導要領においては清掃に係る記載はな

く，中学校学習指導要領解説において「日常に行われている清掃や日直などの当番の活動」が，「教育課程に

は位置付けられていないが教育的意義が大き」いものの例示として挙げられているが，明確に義務づけられ

たものではない。 
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○ したがって，清掃指導については，その教育的効果を踏まえつつ，学校や児童生徒の

状況，教職員の勤務状況，環境衛生の維持等も踏まえ，各学校において合理的に回数や

範囲等を設定し，地域ボランティア等の参画や民間委託等を検討するなど，全ての教師

が毎日行うのではなく，輪番等によって負担を軽減する等の取組を促進すべきである。  

 一方，日常的な環境衛生の維持又は改善のための活動は学校の業務である116が，教師

が行うのは授業等の業務に付随して行う日常点検の範囲にとどめ，その他の環境衛生活

動については，現在も教師以外の学校職員も行っているが，地域ボランティアの参画や

民間委託等も検討し，できる限り教師に行わせないように努めるべきである。 

 

＜文部科学省に求める取組＞ 

ア 地域ボランティアの参画を円滑に進めるための，地域学校協働活動の推進 

 

⑧ 部活動 

 

○ 中学校及び高等学校段階での部活動は，現行の学習指導要領117では，「生徒の自主的，

自発的な参加により行われる部活動については，スポーツや文化及び科学等に親しませ，

学習意欲の向上や責任感，連帯感の涵
かん

養等に資するものであり，学校教育の一環として，

教育課程との関連が図られるよう留意すること」とされており，地域や学校の実態に応

じ，地域の人々の協力，社会教育施設や社会教育関係団体等の各種団体との連携などの

運営上の工夫を行うようにすることが示されている。 

 

○ 部活動の設置・運営は法令上の義務ではなく，学校の判断により実施しない場合もあ

り得る。実施する場合には学校の業務として行うこととなるが，平成29年度から部活動

指導員が制度化されたところであり，部活動指導は必ずしも教師が担う必要のない業務

である。 

ただし，現状では，ほとんどの中学校及び高等学校で部活動が設置され，実態として，

多くの教師が顧問を担わざるを得ない状況である。教師の中には，部活動にやりがいを

感じている者もいる一方で，競技等の経験がなく部活動の指導に必要な技能を備えてい

                                            
116 学校保健安全法施行規則第２条において，「学校においては，前条の環境衛生検査のほか，日常的な点検

を行い，環境衛生の維持又は改善を図らなければならない。」と規定されており，校内清掃など日常の環境衛

生活動については学校が担わねばならない業務とされているが，その主体は必ずしも限定されていない。 
117 一部の地方公共団体では，小学校段階でも「小学校部活動」と称してスポーツや文化的な課外活動を実施

している場合がある。こうした活動については，小学校学習指導要領における位置付けはなく，土日の部活

動手当も支給されないなど，中学校・高等学校段階の部活動とは取扱いが異なる。 
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ない教師等が部活動の顧問を担わなければならない場合には負担を感じている118。 

 

○ 部活動については，児童生徒がバランスの取れた心身の成長と学校生活を送ることが

できるようにするためにも活動時間を抑制するとともに，顧問については，教師の勤務

負担の軽減や生徒への指導の充実の観点から，学校の教育方針を共有した上で，学校職

員として実技指導等を行う部活動指導員や外部人材を積極的に参画させることが重要

である。 

 

○ 教育委員会及び学校は，部活動ガイドラインで示された活動時間等の基準の遵守が求

められる。教師の本務は授業であり，限られた時間の中で授業準備がおろそかになるほ

どまでに部活動に注力することは適切ではないが，部活動に過度に注力してしまう教師

の存在も指摘されていることから，教師の意識改革も必要である。このため，教育委員

会は，採用や人事配置等において，教師の部活動の指導力を過度に評価しないよう留意

すべきである。 

 

○ あわせて，一部の保護者による部活動への過度の期待等の認識を変えるため，入試に

おける部活動に対する評価の在り方の見直し等も検討すべきである。 

なお，設置する部活動の数については，少子化による学校規模の縮小等の実情に応じ，

生徒や教師の数や部活動指導員の参画状況を考慮して適正化するとともに，複数の学校

による合同部活動や，総合型地域スポーツクラブ等の地域のスポーツ・文化団体，社会

教育施設等との連携等を積極的に進めるべきである。また，学校の部活動が参加する大

会・コンクール等の主催者においても，学校単独でなく，こうした合同チームや学校と

連携した地域の団体等が大会に参加できるよう，関係規定の見直し等を行うべきである。 

  また，大会やコンクールで勝つことのみを重視し過重な練習が行われることのないよ

う，勝利至上主義を助長するような大会等の在り方の見直しを進めることも重要である。 

  学校教育としての意義を超えて，部活動の大会等で活躍・勝利することが地域の誇り

や伝統である等の理由で，教師が授業の質の向上に取り組めないほどの負担を強いられ

ることはあってはならないことであり，地域がこれを望むのであれば，地域単位の取組

として活動を行うべきである。 

 

○ 一部地域では，平日の一定時刻までは学校部活動，それ以降の時間や休日については

地域のクラブ活動にすみ分けて取り組んでいる例もあり，部活動は必ずしも教師が担う

                                            
118 部活動に際して，必要な技能を備えていない場合，メンタルヘルス不良となる傾向がみられる（教員勤務

実態調査）。 
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必要はないことを踏まえると，教師が授業や授業準備等の教師でなければ担うことので

きない業務に注力するためにも，地方公共団体や教育委員会において，公認スポーツ指

導者資格制度を設けている公益財団法人日本スポーツ協会や地域の体育・スポーツ協会

等と協力して，質の高い部活動指導員の任用・配置を進めるとともに，地域における指

導者の質の担保を行うなど，学校や地域住民と意識共有を図りつつ，地域で部活動に代

わり得る質の高い活動の機会を確保できる十分な体制を整える取組を進め，環境を整え

た上で，将来的には，部活動を学校単位から地域単位の取組にし，学校以外が担うこと

も積極的に進めるべきである。 

 

＜文部科学省に求める取組＞ 

ア 過剰な部活動の活動時間削減に伴い，登校時間を遅らせることや下校時間を早める

ことに対して，地域や保護者へ理解を求める明確なメッセージの発信 

イ 部活動ガイドラインを遵守する学校の設置者等に対する，部活動指導員の配置充実 

ウ 学校の部活動が参加する大会・コンクールの主催者に対する部活動指導員による単

独引率を可能とする関連規定の整備の要請及びその改正等の対応状況の調査・公表 

エ 学校の部活動が参加する大会・コンクールの主催者に対する長期休業期間中の学校

閉庁日及び生徒の多様な活動機会の確保等のための大会の日程等の見直しの要請 

オ 学校の部活動が参加する大会・コンクール等の主催者に対する，合同チームや学校と

連携した総合型地域スポーツクラブ等地域スポーツ・文化団体等が，学校単独でなく，

大会に参加できるような関係規定の整備の要請 

カ 都道府県教育委員会や都道府県学校体育・文化団体に対する，関与する大会・コンク

ール日程の把握・公表及び日程見直しの要請 

キ 地域ボランティアの参画を円滑に進めるための，地域学校協働活動の推進 

 

【教師の業務だが，負担軽減が可能な業務】 

 

⑨ 給食時の対応 

 

○ 給食時の対応については，食に関する指導や給食指導と，食物アレルギーへの対応等

の安全管理が必要となる。 

特に，給食指導については，学習指導要領の特別活動として位置付けられ，その解説

においても，学級担任の教師による指導が原則であると記載されている。 

この点については，栄養教諭等の配置状況も踏まえながら，学級担任と栄養教諭等と

の連携により，食物アレルギーを有する児童生徒への毎日の給食時の各学級での対応な
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ど衛生や安全・食事に関するより効果的な指導を行うとともに，緊急時対応について教

職員間で具体的・確実な体制を確保しておくことで，学級担任一人一人の負担を軽減し

ていくべきである。 

  また，ランチルームなどで複数学年等が一斉に給食をとったり，指導の補助として地

域ボランティア等の協力を得たりするなど，教師一人一人の負担軽減のための工夫を行

うべきである。 

 

○ なお，事故が起こらないように教師に課せられる注意義務の範囲については，対象と

なる児童生徒の発達段階により若干広狭があるが，いずれにせよ，学校給食について最

優先すべきは安全性が確保されることである。このため，学校給食における食物アレル

ギー対応については，医師の診断による「学校生活管理指導表」の家庭からの提出を必

須とし，負担軽減だけではなく事故防止の観点からも，対応食品を精選して必要最小限

の除去とした上で，個別対応はせず，原因食物を「提供するかしないかの二者択一」の

対応を原則としている。事故防止を最優先とし，施設整備や人員等を鑑み，過度で複雑

な対応を行うことまでを求めてはならない119。そして，学級担任や栄養教諭等の負担軽

減の観点からも，児童生徒や保護者に対し，原則的な対応への理解を求めていくことが

重要である。 

 

＜文部科学省に求める取組＞ 

ア 学校給食における食物アレルギー対応指針の趣旨の教育委員会，学校，保護者等への

周知徹底 

イ 地域ボランティアの参画を円滑に進めるための，地域学校協働活動の推進 

 

⑩ 授業準備 

 

○ 教師の本務は，「授業」であり，質の高い授業を行うためには，教材研究や教材作成等

の授業準備は必要不可欠である。 

                                            
119 学校給食における食物アレルギーについては，平成24年12月に小学校五年生の児童がアナフィラキシー

ショックの疑いにより亡くなった事故を踏まえ，文部科学省が平成27年３月に「学校給食における食物アレ

ルギー対応指針」を策定している。当該指針においては，学校給食における食物アレルギー対応の原則とし

て，①安全性を最優先とする，②安全性確保のため，多段階対応（少量なら可，加工品なら可等の個別対

応）はせず，原因食物の完全除去か他の児童生徒と同じものを提供するかの二者択一を原則とする（この場

合さらに，代替食を提供する場合としない場合（除去食）があり，代替食も原因食物ごとに別々の献立や調

理方法の設定はせず，最小限の代替食を提供するかしないかの二者択一とするとよいが，代替食は除去食よ

りもきめ細かな対応が必要になるため，安全性が担保できない場合は除去食を選択する（一部弁当対応とな

る）），③学校及び調理場の施設設備や人員等を鑑み無理な（過度に複雑な）対応は行わない，等の方向性を

示している。 
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新学習指導要領において重視されている主体的・対話的で深い学び（アクティブ・ラ

ーニング）の視点からの授業改善にとって授業準備が重要であるのは明らかであるが，

例えば，独立行政法人教職員支援機構が現在実施しているような優れた授業の実践事例

や，授業改善のための個別課題に応じた研修プログラムをオンラインで提供する取組を

活用することで，その負担を軽減していくべきである。 

また，授業準備の中核である教材研究や指導案の作成等は教師が担うべき業務である

が，例えば，教材等の印刷や物品等の準備のような補助的業務や，理科の授業における

実験や観察等の準備・片付け等の支援は，教師との連携の上で，スクール・サポート・

スタッフや理科の観察実験補助員が担うようにしていくべきである。 

 

＜文部科学省に求める取組＞ 

ア 優れた授業の実践事例や，授業改善のための個別課題に応じた研修プログラムをオ

ンラインで提供する取組の支援・充実 

イ 作業を効率的に行うためのICT機器やネットワーク環境等の整備やOA機器の導入・

更新の地方財政措置による支援120 

ウ 小学校中学年での外国語活動の導入や高学年での教科化に向けた，教室用デジタル

教材や，新学習指導要領に対応した教材の，希望する学校への配布 

エ スクール・サポート・スタッフや理科の観察実験補助員の体制整備 

 

⑪ 学習評価や成績処理 

 

○ 学校教育法施行規則により作成が義務付けられている指導要録については，観点別に

学習評価を実施することが現行制度上求められており，これに伴う定期テストの問題作

成・採点，通知表・調査書・指導要録の作成等の学習評価，それに伴う成績処理につい

ては教師が行うべき業務である。 

一方，これに関する業務のうち，宿題等の提出状況の確認，簡単なドリルの丸付けな

どの補助的業務は，教師との連携の上で，単なるボランティアではないスクール・サポ

ート・スタッフ121等を積極的に参画させるべきである。また，教育委員会は，この点に

限らず，業務の効率化や事務作業の負担軽減のため，ICTを活用する環境の整備やOA機

                                            
120 小学校，中学校，特別支援学校の各教材整備指針においては，「情報記録用教材」として，印刷機（カラ

ーコピー機など），カラープリンター，イメージスキャナ等が例示されており，これらの整備を促進するた

め，単年度800億円の地方財政措置が講じられている（「義務教育諸学校における教材整備計画（2012～2021

年度）」）。これを活用し，多機能の複合機等を整備することにより，業務の効率化や負担軽減への効果が期待

できる。 
121 法令上の守秘義務を課すことができる地方公務員（非常勤職員等）として任用することが考えられる。 
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器の更新を図るべきである。 

新学習指導要領下の学習評価については，教師の勤務実態を踏まえ，指導要録のうち

指導に関する記録については大幅に簡素化し，学習評価の結果を教師が自らの指導の改

善や児童生徒の学習の改善につなげることが重要122である。 

 

＜文部科学省に求める取組＞ 

ア 作業を効率的に行うためのICT機器やネットワーク環境等の整備やOA機器の導入・

更新の地方財政措置による支援 

イ スクール・サポート・スタッフの体制整備 

ウ 指導要録における文章記述欄の大幅な簡素化 

エ 指導要録の記載する事項を全て満たす通知表を作成するような場合には，指導要録

と通知表の様式を共通のものとできる旨の明示  

 

⑫ 学校行事等の準備・運営 

 

○ 学校行事等については，学校行事の企画・運営，児童生徒への指導等は教師が担うべ

き業務であるが，必要な物品の準備，職場体験活動受入れ企業への日程調整，修学旅行

の運営等は，教師との連携の上で，事務職員や民間委託等外部人材等が担うべきである。 

あわせて，学校行事を通じた児童生徒に必要な資質・能力の育成という観点は維持し

つつ，学校行事の準備等が教師の過度な負担とならないよう，学校行事の精選や内容の

見直し，準備の簡素化を進めるとともに，地域や学校等の実情に応じて，地域行事と学

校行事の合同開催など効果的・効率的な実施を検討すべきである。 

 

○ また，周年行事等，地域の記念行事の要素が大きい行事の準備は，簡素化し，教育委

員会や保護者・PTA，地域等が中心となって行うようにするべきである。さらに，実施す

ること自体は教育上必要な行事についても，その一部について，教育的意義を超えて，

地域の誇りや伝統等の理由で，教師が授業の質の向上に取り組めないほどの負担を強い

られることはあってはならないことであり，地域が望むのであれば地域等が中心となっ

て行う行事に移行すべきである。 

加えて，理科の野外観察や社会科の見学など，本来，教科等の学習に相当する内容の

一部が学校行事として行われている状況を踏まえて，カリキュラム・マネジメントの観

                                            
122 高等学校の指導要録については，高大接続改革における平成33年度入試以降における「調査書の改善」

及び「調査書の電子化の検討」等の改善状況を踏まえつつ，高大の円滑な接続と教師に過度な負担をかけな

いことの双方を踏まえ，参考様式の簡素化を引き続き検討すべきである。 
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点から学校行事と教科等の関連性を見直し，従来学校行事とされてきた活動のうち，教

科等の指導と位置付けることが適切なものについては，今後も引き続き積極的に当該教

科等の授業時数に含めるべきである。 

 

＜文部科学省に求める取組＞ 

ア 地域行事と学校行事の合同開催等を進めるための，地域学校協働活動の推進 

イ 各学校における精選や内容の見直しの取組を推進するための具体的な取組例の提示 

 

⑬ 進路指導 

 

○ 中学校及び高等学校の学習指導要領においては「学校の教育活動全体を通じ，計画的，

組織的な進路指導を行」うと記載されているが，特に高等学校については，就職先が多

岐にわたり，企業等の就職先の情報を踏まえた指導について，教師が必ずしもその専門

性を有しているとは言えない。このため，事務職員や民間企業経験者，キャリアカウン

セラーなどの外部人材等が担当する方が効果的と考えられる場合には，進路指導に関わ

る事務のうち，企業等の就職先の情報収集等について，事務職員あるいは民間企業経験

者などの外部人材等が担うべきである。 

 

○ あわせて，進路指導に付随する業務である検定試験や模擬試験の実施における監督等

については，可能な限り民間委託等を進めていくべきである。 

また，教師が進路指導を担う際には，進学や就職の際に作成する書類について，校務

支援システムの導入や様式の簡素化，都道府県や市区町村における様式の統一化のほか，

事務の集中処理期間の設定等，作業をより効果的に進める工夫を行うべきである。 

 

⑭ 支援が必要な児童生徒・家庭への対応 

 

○ 国民には，教育を受ける権利が憲法上保障されており，学校は，支援が必要な児童生

徒が学校で学ぶために必要な取組を行うべきである。また，学校は，学校教育と家庭教

育の連携という点から，児童生徒の家庭に対しても必要な情報提供等の様々な対応を行

うべきである。このような業務は，学校において，最も児童生徒に接している時間が長

く，状況を詳細に把握している教師が基本的に担うべきと考えられる業務である。 

しかしながら，児童生徒が抱える課題の背景には，多くの場合，児童生徒の心の問題

とともに，家庭，友人関係，地域，学校など児童生徒の置かれている環境が複雑に絡み

合っていると考えられる。また，通級による指導を受けている児童生徒や日常的に医療
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的ケアが必要な児童生徒，日本語能力に応じた指導が必要な児童生徒も増えている。 

 

○ 支援が必要な児童生徒・家庭への対応には教師と異なる専門性や，児童福祉等を担う

学校以外の機関と連携することも必要であることから，スクールカウンセラーやスクー

ルソーシャルワーカー，特別支援教育の支援ができる専門的な人材，日本語指導に係る

支援員等の方が効果的に対応できる業務については，教師と連携しながら，これらの人

材が中心となって担うべきである。 

  専門的な外部人材等の配置に当たっては，教育委員会は，どのような業務を教師に任

せ，スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー，専門的な外部人材等に任せ

るか明確にすることが必要である。 

また，支援が必要な児童生徒や保健室登校への対応など養護教諭の負担が増加してい

る状況等を踏まえ，専門スタッフとの役割分担の明確化に当たっては，養護教諭の業務

の効率化・負担の軽減についても併せて取り組む必要がある。  

 

○ さらに，保護者等からの過剰な苦情や不当な要求等への対応が求められる場合や，児

童生徒を取り巻く問題に関して法的側面からの助言が必要な場合については，教育委員

会が対応を引き受けるべきである。また，学校において対応する場合であっても，教師

が一人で抱え込まずに学校が組織として対応できるよう，教育委員会における支援体制

の構築や，法的相談を受けるスクールロイヤー等の専門家の配置を進めるべきである。 

なお，義務標準法第９条第４号では，就学援助に係る事務の作業量を考慮した学校の

事務職員の定数加算について規定されており，学校の事務職員がスクールソーシャルワ

ーカーに期待される福祉機関との連携等の業務を担うことも想定されるところである。

そのような業務が常時存在する学校において，義務標準法第９条第４号に基づき配置さ

れる事務職員と合わせて，事務職員が２名以上いる場合は，そのうちの１名にスクール

ソーシャルワーカーに準じた業務を担わせることも考えられるところである。 

 

＜文部科学省に求める取組＞ 

ア スクールカウンセラー，スクールソーシャルワーカー，医療的ケアを行う看護師や特

別支援教育を支援する外部専門家，特別支援教育支援員，日本語指導に係る支援員等

専門スタッフの配置充実 

イ 教育委員会によるサポート体制の構築に向けた，管理主事等に対する必要な法的知

識の周知や研修の実施 

ウ 法的相談を受けるスクールロイヤー等の専門家の配置の支援 

  


